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「夜間」は、ココに「目配り！」

●道路前方の右からの横断者（対歩行者事故）

・車の「ライトの光」が「十分に行き届かない」、道路「前方の右側の暗がり」にも「しっかり」

目配りし、その「暗がりから横断」してくる「歩行者」の「早期発見」に努めましょう

●側方の歩行者・自転車（対歩行者･対自転車事故）

・交差点を「右・左折」するとき、車の進行方向全体を照射できないため、「側方の暗がり」にも

「しっかり」目配りし、「歩行者・自転車の発見」に努めましょう

●「ライト」は、「上向き（遠目）」が基本

・車のライトはの照射距離は意外に短く、いわゆる「下向き（近目）ライト」では、道路脇にいる

歩行者は、３０ｍくらいまで接近しないと、発見しにくいため、対向車や先行車がないときは、

「上向き（遠目）ライト」に切り替え、「危険の早期発見」に努めましょう


